
令和８年草加市議会６月定例会
提出議案及び報告の概要

令和８年６月

議案予定数 報告予定数

専決処分の承認 ２件

補正予算 １件

条例 ６件

契約 １件

財産の取得 １件 専決処分 ２件

債権の放棄 １件 繰越計算書 ８件

人事 ３件 事業計画 ３件

計 １５件 計 １３件
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令和８年６月定例会の会期日程（案）

※本会議及び委員会の進捗状況、発言通告者人数等によって変更となる場合があります。
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第２８号議案 専決処分の承認を求めることについて［草加市税条例の一部を

改正する条例］

専決

処分

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が令和８年３月３１日に公布され、その一部が令和８年

４月１日に施行されたことに伴い、草加市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により専決処分を行ったため、これを議会に報告し、承認を求めるものです。

【改正内容】 軽自動車税の環境性能割の廃止その他地方税法の改正に伴う条文の所要の整備を行うものです。

【専決処分日】 令和８年３月３１日

【施行期日】 令和８年４月１日から施行します。（経過措置あり）

【総務部市民税課・資産税課】
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議案の概要



第２９号議案 専決処分の承認を求めることについて［草加市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例］

専決

処分

地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）が令和８年３月３１日に公布され、その一部が

令和８年４月１日から施行されることに伴い、草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行ったため、これを議会に報告し、承認を求めるものです。

【改正の主な内容】

⑴ 子ども・子育て支援納付金課税額の賦課限度額を３万円とするものです。

⑵ 低所得者の国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の

算定において、被保険者数に乗ずる金額を、５割軽減は３１万円（現行３０.５万円）に、２割軽減は５７万円

（現行５６万円）に引き上げるものです。

⑶ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る１８歳以上被保険者均等割額について、他の均等割額と同様に低所得

者及び産前産後期間に対する減額を適用するものです。

⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る被保険者均等割額について、１８歳未満被保険者は低所得者等に対す

る減額措置適用後の額と同額を減額するものです。

【専決処分日】 令和８年３月３１日

【施行期日】 令和８年４月１日から施行します。（経過措置あり）

【健康推進部保険年金課】
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第３０号議案 令和８年度草加市一般会計補正予算（第２号）

補正

予算
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補正予算の主な内容

歳 入 ※丸番号については、歳入の特定財源及び歳出の充当先事業を表したもの。 (千 円)

款 補 正 額 主 な 内 容

１４ 国庫支出金 31,002

①地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（地域介護課） 600

②地域未来交付金（福祉政策課） △ 5,511

③地域未来交付金（障がい福祉課） △ 1,450

④生活保護適正実施事業費補助金（生活支援課） 40,000

⑤地域未来交付金（建築安全課） △ 2,637

１８ 繰入金 9,598・財政調整基金繰入金 9,598

合 計 40,600

補正前の歳入・歳出予算額 97,173,258千円

歳入・歳出補正予算額 40,600千円

補正後の歳入・歳出予算額 97,213,858千円
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歳 出 (千 円)

款 補 正 額 主 な 内 容 特定財源

３ 民生費 40,600

・地域福祉活動推進事業［福祉政策課］（財源振替） ② 0

・介護保険事業所支援事業［地域介護課］ ① 600

・自立地域生活支援事業［障がい福祉課］（財源振替） ③ 0

・生活保護関係事業［生活支援課］ ④ 40,000

８ 土木費 0・建築確認関連事務事業［建築安全課］（財源振替） ⑤ 0

合 計 40,600



第３１号議案 草加市税条例の一部を改正する条例の制定について
条例

地方税法等の一部改正に伴う個人市民税、固定資産税等の規定の見直し及び入湯税の規定の新設を行うものです。

【改正の主な内容】

⑴ 適用期限の延長等に係る見直し（市民税課）

住宅借入金等特別税額控除、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）その他の適用期限に係る

規定の見直しを行うものです。

⑵ 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充・延長（資産税課）

わがまち特例の特例割合等が変更となったことに伴い、市条例で特例割合の設定等を行うものです。

⑶ バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る税額の減額措置（資産税課）

固定資産税の減額措置の対象となる建築物及び減額率等が変更となったことに伴い、減額率及び申告に関

する規定を定めるものです。

⑷ 固定資産税の免税点の見直し（資産税課）

物価指数等の上昇により固定資産税の免税点が変更となることに伴う見直しを行うものです。

⑸ 入湯税の規定の新設（市民税課）

市税として課する税目として入湯税を新たに創設するものです。

⑹ その他条文の所要の整備
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【施行期日】

それぞれ次に掲げる日から施行します。（経過措置あり）

⑴公布の日又は各事項の法施行日に応じた期日

⑵⑶⑹公布の日 ⑷令和９年４月１日 ⑸令和８年１０月１日 【総務部市民税課・資産税課】



第３２号議案 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例の制定について

【施行期日】

それぞれ次に掲げる日から施行します。

⑴⑵⑸公布の日の翌日 ⑶公布の日 ⑷令和８年１２月２５日
【こども未来部保育課】
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条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、満３歳以上限定小規模保育事業創設に伴う

規定の整備、小規模保育事業における専門職の活用、児童対象性暴力等の防止等の措置に関する規定を定めるとと

もに、条文の所要の整備を行うものです。

⑴ 満３歳以上限定小規模保育事業を実施する場合の設備及び運営の基準を定めます。

⑵ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職を、１人に限り、保育士とみなすこととします。

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童に対する職員配置の経過措置の適用を令和１０年３月３１日までとします。

⑷ 児童対象性暴力等の防止等の措置に関する規定を定めます。

⑸ その他条文の所要の整備を行います。

【施行期日】

一部を除き、公布の日の翌日から施行します。 【こども未来部保育課】

第３３号議案 草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部

改正に伴い、満３歳以上限定小規模保育事業に係る利用定員、利用定員を超える利用の申込みがあった場合の取

扱い等を定めるとともに、条文の所要の整備を行うものです。

条例
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第３５号議案 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例等の一部を改正

する条例の制定について

条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、次の条例の引用条文の所要

の整備を行うものです。

・草加市児童発達支援センター設置及び管理条例

・草加市障害者グループホーム設置及び管理条例

・草加市障害者福祉サービス事業所及び管理条例

【施行期日】

公布の日から施行します。

【こども未来部こども育成支援課・福祉部障がい福祉課】

【施行期日】

令和８年１２月２５日から施行します。

【こども未来部保育課】

条例
第３４号議案 草加市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、児童対象性暴力等の防止等の措置に関す

る規定を定めるものです。
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第３６号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

診療報酬の算定方法（厚生労働省告示）の一部改正に伴い、引用条文の所要の整備を行うものです。

【施行期日】

公布の日から施行します。

【健康推進部保険年金課】

条例

第３７号議案 しんえい保育園耐震補強等工事請負契約の変更契約の締結に

ついて

契約

しんえい保育園耐震補強等工事について、急激なインフレーションによる工事に対する物価、労務単価等の

変動の精算及び軽微な設計変更により工事費の増額が生じることから、請負契約の変更契約を締結しようとす

るものです。

【原契約の金額】 ２２８，９３７，５００円

【今回変更契約の金額】 ２３４，３２３，１００円

【今回変更による増額】 ５，３８５，６００円

【契約の相手方】 埼玉県草加市瀬崎三丁目３０番１号

富士建設工業株式会社

代表取締役 並 木 守

【こども未来部保育課】
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第３８号議案 財産の取得について

財産

取得

市内小中学校のＩＣＴ環境の充実を図るため、情報教育用機器を取得したいので、議会の議決を求めるものです。

【取得財産】 情報教育用機器

【取得価格】 ３８０，９５２，０００円

【契約の相手方】 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目４５番地１

リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 埼玉支社 公共文教営業部

部長 細 沼 克 弘

【教育総務部指導課】

第３９号議案 債権の放棄について

債権

放棄

診療報酬の不当利得に伴う返還金について、債務者が破産し収納が不能となったことから、当該債権の放棄を

するため、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものです。

【債権の内容】 平成２８年６月から令和２年１月までの診療報酬に係る不当利得返還金

【債権額】 １１，９１１，０９５円（不当利得返還金請求金額から配当金額を除いた金額）

【健康推進部保険年金課】
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第４１号・第４２号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
人事

【総務部職員課】

令和８年９月３０日をもって任期満了となる人権擁護委員２名の後任の委員に係る議案を提出するものです。

第４０号議案 監査委員の選任につき同意を求めることについて
人事

【総務部職員課】

令和８年７月８日をもって任期満了となる監査委員の後任の委員に係る議案を提出するものです。

１ 佐 山 章 洋 氏 新規

１ 加 藤 由美子 氏 継続

２ 舩 戸 姿 子 氏 継続
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【建設部維持補修課】

報告の概要

第５号報告 専決処分の報告について（市道の管理瑕疵による事故の損害賠償）

【事故の概要】

令和７年７月２７日午後８時４５分頃、相手方が草加市瀬崎一丁目７番２０号地先の市道３０８３５号線を歩行中、

側溝とアスファルト舗装の段差にて転倒し、負傷したものです。

【損害賠償の額】

１０９，６７８円（道路賠償責任保険により全額補填）

【専決処分日】

令和８年４月２日

【事故の概要】

令和７年８月１２日午後１時５０分頃、職員が公務のため公用車で草加市松江二丁目３番５３号地先の埼玉

県道草加流山線を走行中、交差点を左折する際、車両左側後方から接近していた相手方が運転する自転車がバ

ランスを崩して転倒し、相手方が負傷したものです。

【損害賠償の額】

５７，８９８円（自動車共済により全額補填）

【専決処分日】

令和８年３月３０日

第４号報告 専決処分の報告について（公務の事故による損害賠償）

【総合政策部資産活用課】



第６号～第１３号報告 繰越計算書

第６号報告 令和７年度草加市一般会計継続費繰越計算書の報告について

第７号報告 令和７年度草加市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

第８号報告 令和７年度草加市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

第９号報告 令和７年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について

第10号報告 令和７年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告

について

第11号報告 令和７年度草加市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について

第12号報告 令和７年度草加市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

第13号報告 令和７年度草加市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

第１４号～第１６号報告 事業報告書及び決算書

第14号報告 令和７年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書の提出について

第15号報告 令和７年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書の提出について

第16号報告 令和７年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書の提出について
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